
知多南部斎場予約システム使用に関する取扱い要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、知多南部斎場予約システム（以下「システム」という。）使用に関す

る取扱いに関し、知多南部衛生組合（以下「組合」という。）が行うサービスについてシ

ステムを使用する者（以下「使用者」という。）が守らなければならない事項を定めるも

のとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 会員：システムを使用しようとする葬祭業者をいう。 

(2) 使用責任者：システムを使用しようとする葬祭業者の管理責任者をいう。 

(3) 使用者：実際にシステムを使用し、予約等を行う者をいう。 

(4) ID：使用者に対し組合が交付する接続用の番号をいう。 

(5) パスワード：接続に伴い必要な暗証番号をいう。 

（システムのサービス） 

第３条 組合は、知多南部斎場の予約をオンラインで行うため、システムに必要な機器及び

ソフトウエアを設置し、使用者に対してこれを使用させるものとする。 

（使用申請書の提出） 

第４条 システムを使用しようとする者は、知多南部斎場予約システム使用申請書（第１号

様式）を組合に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 組合は、前項の申請があった場合において、支障がないと認めたときは、知多南部斎場

予約システム使用許可書（第２号様式）、ID及びパスワードを発行する。 

（使用の不許可） 

第５条 組合は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないことが

できる。 

(1) システムに障害を及ぼす恐れがあると認めたとき。 

(2) その他、管理上支障があると認めたとき。 

（使用許可の取消し等） 

第６条 組合は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取消し、又は

使用を制限することができる。 

(1) システムの使用に関し、この取扱い要綱に違反したとき。 

(2) 必要以上に予約の登録、取消しを行ったとき。 

(3) 故意に正常なシステムの運用を妨害したとき。 

(4) ID及びパスワードを他の者に遺漏したとき。 

(5) その他、管理上支障があると認めたとき。 

（システムの使用料） 

第７条 システムを使用し、知多南部斎場の予約をすることに要する費用は無償とする。た

だし、接続するために必要な機器等の費用は、使用者の負担とする。 

（使用責任者の設置） 



第８条 会員は、システムを使用するにあたり使用責任者を設置しなければならない。 

２ 使用責任者は、会員を代表し組合との事務連絡を総括する。 

（使用期間） 

第９条 システムの使用期間は、使用許可日から１年間とする。 

２ 使用に関して問題なく、会員から別段の意思表示がないときは、同一条件で１年間更新

されたものとし、以後同様とする。 

（使用責任者及び使用者の義務） 

第 10条 使用責任者及び使用者は、次の各号によりシステムの使用をしなければならな

い。 

(1) この取扱い要綱を厳守し、住民サービスを第一に考え、責任と自覚をもって使用しな

ければならない。 

(2) 使用中に不具合が出た場合は、マニュアルを再確認し使用方法に間違いがなければ、

直ちに組合に報告しなければならない。 

(3) 使用方法をよく習熟し、積極的にこのシステムを活用するよう心掛けなければならな

い。 

(4) 常に他の使用者のことを考え、予約の変更、取消しなどにならないように努めなけれ

ばならない。 

（転貸等の禁止） 

第 11条 会員は、使用許可を受けた ID及びパスワードを他の者に転貸し、又はその権利を

譲渡してはならない。 

（ID 及びパスワードの管理） 

第 12条 使用許可を受けた ID及びパスワードは、責任を持って管理し、絶対に他の者に遺

漏してはならない。 

（変更の届出） 

第 13条 会員は、パスワード以外の届出の内容に変更があった場合には、直ちに組合に変

更届けを提出しなければならない。 

（IDの返還） 

第 14条 会員は、IDが不用となった場合には、直ちに組合に届け出て IDを返還しなけれ

ばならない。 

（システムの変更等） 

第 15条 組合は、システムの正常な機能を維持するため仕様を変更し、又は一時的に運用

を停止することができる。 

２ 前項の場合において、軽微な仕様の変更、又は短時間の停止の場合は、会員に通知しな

いこととする。 

３ 大幅な仕様の変更、又は長時間の停止の場合は、事前にメール又は文書にて通知するも

のとする。 

（障害の発生） 

第 16条 組合は、システムに障害が発生した場合は、障害が復旧するまでの対応を会員に

メールで通知するものとする。 



２ 組合は、障害が復旧した場合は、会員にメールで通知するものとする。 

３ 組合は、システムに障害が発生したことにより会員に損害が出た場合において、一切の

責任を負わないものとする。 

（プライバシーポリシー） 

第 17条 組合は、このシステムにより取得した個人情報の取扱いに関して、漏洩等なきよ

う適切に取扱う。なお、会員においても個人情報の適切な処理・管理に努めなければなら

ない。 

（損害賠償） 

第 18条 組合は、会員が故意、又はシステムの正規な使用方法に従わず、システム及びデ

ータを消去、破損させたときは、その損害の賠償を求めることができる。 

附 則 

この要領は、令和４年３月１０日から施行する。 

 



印

No.
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4
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　知多南部衛生組合管理者

第１号様式（第４条関係）

知多南部斎場予約システム使用申請書

1．システム使用者の内、1の太枠欄には「使用責任者」を記入してください。

 会社名及び代表者氏名

 住　所

　取扱い要綱を遵守のうえ下記のとおり申請します。

　　知多南部斎場予約システムを使用したいので、知多南部斎場予約システム使用に関する

葬祭業者名

フリガナ

住　所

ＦＡＸ番号

電話番号

※使用者以外にも「予約完了メール」が必要な場合は記入

システム使用者

〒　　　―　　　　

2．システム使用者のメールアドレスは、「予約完了メールの受信先」を記入してください。

（注意事項）

（あて先） 　　年　　月　　日

3．会社のパンフレットやWEBページのURL等葬祭業を営んでいることが分かる資料を添付してください。

携帯電話番号フリガナ氏　名 メールアドレス

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

申請者



様

第２号様式（第４条関係）

知多南部斎場予約システム使用許可書

　　年　　月　　日

　　使用申請のありました知多南部斎場予約システムの使用について、知多南部斎場予約

知多南部衛生組合管理者

１．使用者（太枠欄は使用責任者）

1

氏　名 ID

パスワードメールアドレス

メールアドレス パスワード

メールアドレス

2

氏　名

パスワード

パスワード

4

氏　名 ID

メールアドレス パスワード

3

氏　名 ID

5．この許可書の有効期限は、許可日から1年間です。ただし、要綱に基づき延長することができます。

　システム使用に関する取扱い要綱第４条に基づき下記のとおり許可します。

ID

（注意事項）

1．この許可書は、使用責任者が厳重に保管してください。

2．ID及びパスワードは、絶対に他の者に遺漏しないよう責任を持って管理してください。

4．記載内容に変更があった場合は、この許可書を持って変更の手続きをしてください。

3．この許可書を紛失した場合は、直ちに組合へ連絡してください。

5

氏　名 ID

メールアドレス


